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155 ― 1985 年と 2004 年の二時点比較における政党支持態度の規定構造分析

  〈
要
旨
〉

本
論
文
で
は
、
五
五
年
体
制
末
期
と
ポ
ス
ト
五
五
年
体
制
下
の
政
党
支
持
態
度
の
規
定
構
造

を
、
産
業
・
雇
用
構
造
や
都
市
化
、
選
挙
制
度
や
政
策
争
点
と
い
っ
た
社
会
の
表
面
上
の
変
化

か
ら
で
は
な
く
、
よ
り
底
流
に
位
置
す
る
社
会
的
属
性
や
意
識
に
よ
る
分
析
枠
組
に
よ
っ
て
あ

き
ら
か
に
す
る
。
社
会
階
層
と
社
会
移
動
全
国
調
査
、
お
よ
び
情
報
化
社
会
に
関
す
る
全
国
調

査
の
デ
ー
タ
を
用
い
て
、
一
九
八
五
年
と
二
〇
〇
四
年
の
二
時
点
間
に
お
け
る
自
民
党
、
無
党

派
層
の
規
定
構
造
と
そ
の
変
化
を
記
述
す
る
。

分
析
の
結
果
こ
の
二
〇
年
の
あ
い
だ
で
、
自
民
党
支
持
態
度
は
、
従
来
主
張
さ
れ
て
き
た
職

業
や
地
域
と
い
う
社
会
的
属
性
の
影
響
力
が
低
下
し
、
新
た
に
「
生
活
満
足
度
」
と
い
う
主
観

的
な
意
識
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
無
党
派
層
で
も
性
別
や
世
帯
収
入
の
影
響

力
の
低
下
と
と
も
に
、「
生
活
満
足
度
」
の
影
響
力
が
上
昇
す
る
傾
向
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
。

今
後
と
も
政
党
支
持
態
度
の
規
定
構
造
に
お
け
る
主
観
的
な
意
識
の
影
響
力
の
増
加
が
予
想

さ
れ
る
た
め
、
社
会
的
属
性
と
い
う
客
観
的
な
階
層
変
数
と
、
主
観
的
な
意
識
変
数
と
を
組
み

合
わ
せ
た
分
析
枠
組
の
導
入
が
有
効
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

キ
ー
ワ
ー
ド

政
党
支
持
態
度
、
自
民
党
支
持
、
無
党
派
層
、
政
治
意
識
、
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ッ
ク
回
帰
分
析

伊
藤　

理
史

一
九
八
五
年
と
二
〇
〇
四
年
の
二
時
点
比
較
に
お
け
る

政
党
支
持
態
度
の
規
定
構
造
分
析

〈
研
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ー
ト
〉
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１ 

は
じ
め
に

二
〇
〇
九
年
八
月
三
〇
日
の
衆
議
院
議
員
総
選
挙
で
、
戦
後
長
期
に
わ
た
っ
て
政

権
政
党
で
あ
り
続
け
た
自
民
党
が
歴
史
的
大
敗
を
喫
し
た
。
し
か
し
自
民
党
が
与
党

の
座
を
明
け
渡
し
た
の
は
、
今
回
が
初
め
て
で
は
な
い
。
一
九
九
三
年
の
第
四
〇
回

衆
議
院
議
員
総
選
挙
で
自
民
党
が
大
敗
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
戦
後
一
貫
し
て
続
い
て

き
た
、
い
わ
ゆ
る
五
五
年
体
制
が
崩
壊
し
た
。
そ
の
後
自
民
党
は
再
び
与
党
の
座
に

戻
る
こ
と
に
な
り
、二
〇
〇
五
年
の
「
郵
政
選
挙
」
で
は
歴
史
的
大
勝
を
記
録
し
た
。

今
回
の
歴
史
的
大
敗
は
こ
れ
ま
で
の
政
党
政
治
の
ど
の
よ
う
な
要
因
に
よ
る
帰
結
な

の
か
、
そ
し
て
今
後
政
党
政
治
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
誰

が
ど
の
政
党
を
支
持
し
、
そ
の
構
造
が
ど
う
変
化
し
た
の
か
、
こ
の
よ
う
な
め
ま
ぐ

る
し
い
政
治
状
況
に
お
い
て
、
今
ま
で
に
な
く
、
政
党
支
持
態
度
研
究
の
必
要
性
が

高
ま
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
政
治
が
国
民
国
家
で
社
会
生
活
を
営
む
我
々
に
必
要
不
可
欠
な
存
在
で

あ
る
こ
と
は
、
今
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
政
治
の
定
義
と
は
「
社

会
の
諸
集
団
・
諸
階
層
の
あ
い
だ
に
利
害
や
要
求
、
意
見
や
主
張
の
対
立
・
衝
突
が

生
じ
た
と
き
、
そ
れ
を
調
整
し
安
定
し
た
社
会
生
活
を
作
り
上
げ
よ
う
と
す
る
制
御

技
能
」︵
間
場 

二
〇
〇
〇
：
一
︶で
あ
る
。
我
々
は
常
に
政
治
の
影
響
下
に
あ
る
と
言
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
。

日
本
は
代
議
制
民
主
主
義
の
国
家
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
独
裁
国
家
と
違
い
、
有

権
者
で
あ
る
我
々
国
民
が
選
挙
に
よ
っ
て
自
身
の
民
意
を
反
映
し
て
く
れ
る
代
表
者

を
選
出
す
る
。
代
表
者
は
な
ん
ら
か
の
政
党
の
候
補
者
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
政
党

政
治
と
は
「
社
会
に
お
け
る
利
益
の
対
抗
関
係
を
ベ
ー
ス
に
し
た
、
政
治
的
結
社
」

で
あ
る
政
党
に
よ
る
「
政
治
過
程
の
局
面
で
あ
り
、
議
会
政
治
は
そ
れ
が
制
度
化
さ

れ
た
も
っ
と
も
一
般
的
、
合
法
的
な
支
配
形
態
」︵
間
場 

二
〇
〇
〇
：
一
〇
︶
で
あ

る
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
こ
の
よ
う
な
制
度
下
で
は
政
党
政
治
の
機
能
と
構
造
を
分

析
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
代
議
制
が
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
か
、
有
権
者
の
投

票
行
動
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
究
極
的
に
は
自
民
党
と
社
会
党
の
支
持
層
は
誰

な
の
か
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
選
挙
・
投
票
行
動
研
究
の
目
的
で
あ
り
、
中

心
で
あ
っ
た
︵
小
林
良
彰 

二
〇
〇
〇
：
一
︶。

日
本
の
政
治
社
会
学
分
野
に
お
け
る
研
究
者
で
あ
る
林
知
己
夫
︵
林 

一
九
八
二
︶、
三
宅
一
郎
︵
三
宅 

一
九
八
五
︶
や
京
極
純
一
︵
京
極 

一
九
七
九
︶
ら

に
よ
っ
て
政
党
支
持
態
度
・
投
票
行
動
研
究
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
以
下

に
林
の
主
張
を
引
用
し
た
い
。「
政
治
情
勢
は
選
挙
に
よ
っ
て
き
ま
る
。
選
挙
の
大

勢
を
支
配
す
る
も
の
は
な
に
か
。
こ
の
有
力
な
手
掛
り
は
世
論
調
査
に
よ
る
政
党
支

持
で
あ
る
。
選
挙
に
よ
る
議
席
数
の
伸
縮
の
様
相
は
、
政
党
支
持
に
よ
っ
て
そ
の
大

勢
は
き
ま
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。」︵
林 

一
九
八
二
：
三-

二
八
︶。

二
〇
〇
〇
年
代
初
め
に
な
っ
て
、
投
票
率
の
低
下
や
無
党
派
層
の
増
大
と
い
っ
た

問
題
が
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ポ
ス
ト
五
五
年
体
制
の
選
挙
の
流
れ
を
左
右

す
る
存
在
と
な
っ
た
無
党
派
層
は
、
一
九
九
二
年
頃
か
ら
増
加
の
傾
向
を
見
せ
始

め
、
一
九
九
五
年
に
は
五
〇
％
を
超
え
最
大
勢
力
と
な
っ
た
︵
間
場 

二
〇
〇
〇
：

二
一
︶。
そ
し
て
無
党
派
層
の
行
動
が
、
選
挙
結
果
を
左
右
す
る
よ
う
に
な
り
、
影

響
力
が
無
視
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
誰
が
ど
の
党
を
支
持
し
て
い
る

の
か
、
で
は
な
く
ど
の
党
も
支
持
し
な
い
無
党
派
層
は
ど
の
よ
う
な
人
々
で
あ
り
、

ま
た
ど
の
よ
う
に
出
現
し
た
の
か
、と
い
う
従
来
に
は
な
い
新
し
い
問
い
の
出
現
と
、

既
存
の
政
党
支
持
態
度
研
究
や
投
票
行
動
研
究
の
衰
退
を
も
た
ら
し
た
。
そ
し
て
新
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た
に
地
域
の
社
会
運
動
か
ら
政
治
を
捉
え
る
よ
う
な
、
新
た
な
視
点
に
よ
る
政
治
社

会
学
研
究
が
生
じ
た
︵
片
桐 

二
〇
〇
〇
：
八
九-

一
二
六
︶。

そ
の
後
投
票
率
は
増
加
傾
向
に
転
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
無
党
派
層
は

五
〇
％
を
過
ぎ
た
あ
た
り
で
、
横
ば
い
傾
向
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
政
党
支
持
態
度
や

投
票
行
動
研
究
の
重
要
性
は
い
ま
だ
低
下
し
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
ポ
ス

ト
五
五
年
体
制
の
新
し
い
時
代
に
お
け
る
、
政
党
支
持
態
度
・
投
票
行
動
研
究
は
、

二
〇
〇
〇
年
代
中
頃
以
降
の
変
化
に
対
す
る
明
確
な
答
え
を
必
ず
し
も
提
供
で
き
て

は
い
な
い
。

政
党
政
治
は
今
、
大
き
な
転
換
期
を
迎
え
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
五
五
年
体

制
の
崩
壊
、
二
大
政
党
制
か
ら
多
党
制
へ
の
移
行
、
無
党
派
層
の
影
響
力
の
増
加
、

投
票
率
の
推
移
、
さ
ら
に
は
日
本
社
会
の
景
気
、
雇
用
・
産
業
構
造
等
、
社
会
の
表

面
上
の
大
変
化
が
生
じ
た
。
そ
の
結
果
、
選
挙
結
果
や
政
党
支
持
態
度
に
異
な
る
影

響
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
目
に
見
え
る
表
面
上
の
変
化
が
重
要
な
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ

よ
り
底
流
に
存
在
す
る
、
政
党
支
持
態
度
の
規
定
構
造
の
枠
組
の
変
化
こ
そ
が
重
要

な
の
で
あ
る
。
五
五
年
体
制
下
の
政
党
支
持
態
度
の
規
定
構
造
に
関
し
て
は
、
先
行

研
究
に
よ
る
蓄
積
が
あ
る
。
だ
が
二
〇
〇
〇
年
代
中
頃
以
降
に
関
し
て
は
不
十
分
で

あ
る
。
ゆ
え
に
、
五
五
年
体
制
下
の
政
党
支
持
態
度
お
よ
び
、
五
五
年
体
制
後
の
政

党
支
持
態
度
の
規
定
構
造
を
改
め
て
比
較
検
討
し
、
記
述
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
そ
の
な
か
で
特
に
重
要
な
の
は
、
五
五
年
体
制
下
で
与
党
で
あ
り
続
け
た
自

民
党
支
持
態
度
、
さ
ら
に
近
年
に
な
っ
て
一
定
の
影
響
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
、

無
党
派
層
の
変
化
を
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
一
九
八
五
年
の
社
会

階
層
と
社
会
移
動
全
国
調
査
︵
以
下
Ｓ
Ｓ
Ｍ
調
査
︶、
二
〇
〇
四
年
の
情
報
化
社
会

に
関
す
る
全
国
調
査
︵
以
下
Ｊ
Ｉ
Ｓ
調
査
︶
に
よ
る
二
時
点
比
較
が
有
効
で
あ
る
。

そ
の
う
え
で
、
自
民
党
支
持
、
無
党
派
層
の
規
定
構
造
と
は
い
か
な
る
も
の
か
、
ま

た
そ
れ
が
二
〇
年
の
あ
い
だ
に
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
明
瞭
な
回

答
を
示
す
必
要
が
あ
る
。
今
後
政
党
支
持
態
度
研
究
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
た
め
の

基
礎
的
な
デ
ー
タ
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
本
論
文
は
成
功
し
た
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

２ 

二
時
点
の
時
代
的
背
景

本
論
文
の
分
析
で
は
、
一
九
八
五
年
Ｓ
Ｓ
Ｍ
調
査
お
よ
び
二
〇
〇
四
年
Ｊ
Ｉ
Ｓ
調

査
の
二
時
点
の
デ
ー
タ
を
用
い
る
。
一
九
八
五
年
と
二
〇
〇
四
年
の
二
時
点
は
、
自

民
党
が
与
党
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
同
一
で
あ
る
が
、
五
五
年
体
制
下
、
ポ
ス
ト

五
五
年
体
制
下
と
い
う
大
き
な
枠
組
の
違
い
の
ほ
か
、産
業
・
雇
用
構
造
、地
域
特
性
、

政
策
争
点
、
政
局
、
選
挙
制
度
等
、
制
度
及
び
時
代
的
背
景
が
異
な
っ
て
い
る
。
そ

こ
で
分
析
を
お
こ
な
う
前
に
、
五
五
年
体
制
下
の
末
期
で
あ
る
一
九
八
〇
年
代
、
ポ

ス
ト
五
五
年
体
制
下
の
二
〇
〇
〇
年
代
の
時
代
的
背
景
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
特
に
選
挙
に
関
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
調
査
時
期
か
ら

最
も
近
く
、な
お
か
つ
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
最
も
特
徴
的
な
選
挙
に
焦
点
を
当
て
る
。

具
体
的
に
は
、
一
九
八
六
年
七
月
六
日
に
お
こ
な
わ
れ
た
第
三
八
回
衆
議
院
議
員
総

選
挙
、
二
〇
〇
五
年
九
月
一
一
日
に
お
こ
な
わ
れ
た
第
四
四
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙

で
あ
り
、
制
度
の
質
的
な
差
異
、
時
代
的
背
景
の
比
較
整
理
を
試
み
る
。
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■
二
時
点
間
の
社
会
変
化

従
来
、
政
党
支
持
態
度
研
究
で
問
わ
れ
て
い
た
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
職
業
形
態
や
地

域
と
の
関
係
で
あ
っ
た
。
五
五
年
体
制
最
初
期
に
は
、
職
業
的
、
地
域
的
な
利
害
に

よ
り
支
持
政
党
が
明
確
に
区
別
さ
れ
う
る
社
会
で
あ
っ
た
︵
間
場 

二
〇
〇
〇
︶。

戦
後
日
本
の
産
業
構
造
は
大
幅
に
変
化
し
、
五
五
年
体
制
が
継
続
す
る
な
か
、
農

業
、
林
業
、
漁
業
と
い
っ
た
第
一
次
産
業
の
就
業
人
口
は
減
少
し
、
第
二
次
産
業
が

発
展
、
そ
し
て
遅
れ
て
第
三
次
産
業
の
就
業
人
口
は
大
幅
に
増
加
し
た
。
一
九
八
〇

年
代
の
デ
ー
タ
と
し
て
一
九
八
五
年
国
勢
調
査
、
二
〇
〇
〇
年
代
の
デ
ー
タ
と
し

て
二
〇
〇
五
年
国
勢
調
査
を
用
い
て
比
較
し
て
み
る
と
、
一
九
八
五
年
の
第
一
次

産
業
の
就
業
人
口
は
九
・
六
％
、
第
二
次
産
業
の
就
業
人
口
は
三
三
・
一
％
、
第
三

次
産
業
の
就
業
人
口
は
五
七
・
三
％
で
あ
っ
た
も
の
が
、
二
〇
〇
五
年
で
は
、
そ
れ

ぞ
れ
五
・
一
％
、
二
五
・
九
％
、
六
七
・
三
％
と
な
っ
て
い
る
︵
総
務
省
編 

国
勢
調
査

一
九
八
五
・
二
〇
〇
五
︶。
す
で
に
一
九
八
五
年
当
時
、
第
一
次
産
業
は
か
な
り
の
程

度
ま
で
衰
退
し
て
お
り
、
ま
た
第
二
次
産
業
も
二
〇
年
間
で
衰
退
に
転
じ
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。

こ
れ
ら
の
産
業
構
造
の
変
化
に
伴
っ
て
、
雇
用
が
流
動
化
し
て
い
る
点
も
特
筆
さ

れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
特
に
一
九
九
〇
年
代
後
半
の
規
制
緩
和
以
降
、
非
正
規
雇
用
は

急
激
に
増
加
し
て
い
る
︵
太
郎
丸 

二
〇
〇
九
：
一
一
︶。
そ
の
た
め
、
一
九
八
〇
年

代
に
は
さ
し
て
議
論
の
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
、
正
規
雇
用
か
非
正
規
雇
用
か
、
と

い
っ
た
問
題
が
二
〇
〇
〇
年
代
で
は
大
き
な
格
差
問
題
と
し
て
メ
デ
ィ
ア
で
語
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
。

最
後
に
、
日
本
の
都
市
化
の
推
移
に
つ
い
て
簡
単
に
記
述
し
て
お
き
た
い
。
日
本

の
都
市
へ
の
人
口
集
中
は
一
九
六
〇
年
代
が
ピ
ー
ク
で
あ
り
、
一
九
七
〇
年
代
に
は

相
対
的
に
安
定
し
た
。
そ
の
た
め
一
九
八
〇
年
代
は
都
市
化
が
成
熟
し
緩
や
か
に
都

市
部
へ
の
人
口
集
中
が
進
む
時
代
で
あ
り
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
は
東
京
一
極

集
中
が
進
ん
だ
と
さ
れ
る
︵
有
末 

一
九
九
一
：
二
二
一
︶。

■
二
時
点
の
政
策
争
点

一
九
八
〇
年
代
は
、自
民
党
が
包
括
政
党
の
地
位
に
あ
る
最
後
の
時
期
で
あ
っ
た
。

包
括
政
党
と
は
、
文
字
通
り
様
々
な
矛
盾
す
る
政
策
争
点
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
吸
収

し
、
そ
の
結
果
幅
広
い
立
場
の
人
々
か
ら
支
持
さ
れ
る
政
党
の
こ
と
で
あ
る
。
自
民

党
は
農
村
部
に
支
持
基
盤
を
持
ち
つ
つ
も
、
経
済
成
長
を
背
景
に
こ
れ
ら
の
矛
盾

を
表
面
化
さ
せ
ず
に
幅
広
い
支
持
を
集
め
た
の
で
あ
る
︵
小
林
久
高 

二
〇
〇
〇
ａ
：

五
八
︶。

一
九
八
〇
年
代
の
主
要
な
政
策
争
点
は
社
会
的
、
経
済
的
弊
害
を
い
か
に
解
決
す

る
か
で
あ
っ
た︵
間
場 

二
〇
〇
〇
：
一
七
︶。
す
な
わ
ち
高
度
経
済
成
長
期
の
よ
う
な
、

国
民
全
体
が
豊
か
に
な
る
時
代
は
終
わ
り
を
つ
げ
、
低
成
長
下
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま

な
資
源
を
ど
の
よ
う
に
再
配
分
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
し
だ
い
に
政
治
の
焦
点
と

な
り
つ
つ
あ
っ
た
︵
原
田 

一
九
九
一
：
六
六
︶。
そ
の
結
果
「
政
府
の
失
敗
」
の
議

論
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
大
き
な
政
府
か
ら
小
さ
な
政
府
へ
の
方
針
転
換

で
あ
る
。
そ
の
た
め
財
政
再
建
、
行
政
改
革
の
機
運
が
起
こ
り
、
自
民
党
中
曽
根
政

権
下
で
、
国
鉄
、
専
売
、
電
信
電
話
の
三
つ
の
公
社
の
民
営
化
が
着
手
さ
れ
た
︵
小

林
久
高 
二
〇
〇
〇
ａ
：
五
三
︶。

二
〇
〇
〇
年
代
の
政
策
争
点
は
一
九
八
〇
年
代
の
延
長
線
上
に
あ
り
、「
小
さ
な
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政
府
」
志
向
と
民
活
路
線
が
よ
り
い
っ
そ
う
推
進
さ
れ
た
。
一
九
八
〇
年
代
と
の
大

き
な
違
い
は
、
八
〇
年
代
後
半
か
ら
の
バ
ブ
ル
景
気
の
高
騰
と
、
そ
の
後
の
「
失
わ

れ
た
一
〇
年
」を
経
験
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。国
家
財
政
は
悪
化
の
一
途
を
た
ど
っ

て
お
り
、
さ
ら
に
予
断
を
許
さ
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
自
民
党
小
泉
政
権
が

掲
げ
た
の
が
、構
造
改
革
路
線
で
あ
っ
た
。特
に
小
泉
首
相
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
で
あ
っ

た
郵
政
民
営
化
が
、
大
き
な
政
策
争
点
と
し
て
急
浮
上
し
た
。
事
前
の
マ
ス
コ
ミ
や

識
者
の
予
測
と
は
裏
腹
に
、
郵
政
解
散
に
打
っ
て
出
た
第
四
四
回
衆
議
院
議
員
総
選

挙
で
自
民
党
は
大
勝
し
、
郵
政
民
営
化
は
達
成
さ
れ
た
。

二
時
点
と
も
に
、
自
民
党
は
「
小
さ
な
政
府
志
向
」「
民
営
化
路
線
」
と
い
う
強

烈
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
し
、
そ
れ
が
国
民
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
ま
た
中
曽
根
政

権
、
小
泉
政
権
と
も
に
党
内
基
盤
は
貧
弱
で
あ
っ
た
が
、
比
較
的
高
め
の
支
持
率
に

よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。

■
二
時
点
の
政
党
政
治

一
九
八
〇
年
代
は
保
守
回
帰
に
よ
り
、
自
民
党
の
一
党
優
位
体
制
に
再
編
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。
特
に
一
九
八
六
年
の
衆
参
同
日
選
挙
で
の
自
民
党
圧
勝
は
象
徴
的

事
例
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
、
与
党
で
あ
る
自
民
党
は
保
守
、
中
道
政

党
で
あ
る
公
明
党
、
民
社
党
と
協
力
す
る
こ
と
で
、
国
会
運
営
を
円
滑
に
進
ま
せ
よ

う
と
し
た
。
す
な
わ
ち
野
党
が
政
権
奪
取
を
目
指
す
よ
り
、
自
民
党
政
権
に
参
画
す

る
方
向
で
競
合
し
た
た
め
に
、
与
党
に
対
す
る
対
抗
勢
力
と
し
て
の
野
党
の
存
在
が

希
薄
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
︵
間
場 

二
〇
〇
〇
：
一
八
︶。
し
か
し
な
が
ら
一
九
八
八

年
に
起
き
た
リ
ク
ル
ー
ト
事
件
に
よ
っ
て
、
自
民
党
お
よ
び
政
治
に
対
す
る
国
民
の

不
信
感
が
増
大
し
、
再
び
日
本
政
治
は
混
迷
を
深
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
生

じ
た
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
五
五
年
体
制
の
崩
壊
と
、
そ
れ
に
伴
う
自
民
党
以
外
の
政

党
に
よ
る
政
権
の
出
現
で
あ
っ
た
。
し
か
し
野
党
連
立
に
よ
る
政
権
は
短
命
に
終
わ

る
こ
と
に
な
る
。

二
〇
〇
〇
年
代
は
、
自
民
党
森
政
権
で
幕
を
上
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
低
迷
す
る

自
民
党
は
二
〇
〇
一
年
に
誕
生
し
た
小
泉
政
権
に
よ
っ
て
、
今
ま
で
の
状
況
を
一
気

に
打
破
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
四
月
に
発
足
し
た
小
泉
政
権
は
、
党
内
の
支
持
基

盤
は
脆
弱
で
あ
っ
た
も
の
の
、
五
月
に
は
内
閣
支
持
率
が
発
足
後
最
高
の
八
四
％
を

記
録
す
る
な
ど
、
圧
倒
的
な
国
民
の
支
持
を
背
景
に
政
策
を
実
施
し
た
。
二
〇
〇
五

年
、「
郵
政
民
営
化
」
法
案
が
参
議
院
で
否
決
さ
れ
る
と
小
泉
首
相
は
衆
議
院
を
解

散
し
た
。
こ
の
選
挙
に
お
い
て
野
党
側
は
、
郵
政
民
営
化
を
政
策
争
点
と
す
る
こ
と

を
避
け
、
態
度
を
明
確
に
示
さ
な
か
っ
た
た
め
、
マ
ス
コ
ミ
を
も
巻
き
込
ん
だ
、
郵

政
民
営
化
と
い
う
大
き
な
波
に
飲
み
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

■
二
つ
の
衆
議
院
議
員
総
選
挙
と
選
挙
制
度

こ
の
よ
う
な
時
代
的
背
景
の
な
か
お
こ
な
わ
れ
た
、
二
時
点
に
最
も
近
く
象
徴
的

な
選
挙
を
比
較
す
る
。

一
九
八
六
年
の
第
三
八
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
、
二
〇
〇
五
年
の
第
四
四
回
衆
議

院
議
員
総
選
挙
は
、
と
も
に
自
民
党
の
大
勝
に
終
わ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
選
挙
結
果

を
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
︵
表
一
︶。

投
票
率
は
そ
れ
ぞ
れ
七
一
・
四
％
、
六
七
・
五
一
％
で
あ
り
、
特
に
第
四
四
回
衆
議

院
議
員
総
選
挙
に
お
い
て
、
連
日
の
マ
ス
コ
ミ
の
報
道
と
小
泉
純
一
郎
首
相
に
よ
る
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パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
よ
っ
て
、
二
〇
〇
〇
年
代
の
選
挙
と
し
て
は
、
投
票
率
が
相
対

的
に
高
い
ほ
う
で
あ
る
。
議
席
数
も
双
方
安
定
し
て
単
独
過
半
数
を
獲
得
し
て
い
る

こ
と
が
分
か
る
。

一
九
八
六
年
に
お
こ
な
わ
れ
た
第
三
八
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
と
第
四
四
回
衆
議

院
議
員
総
選
挙
の
制
度
上
の
大
き
な
違
い
は
、
選
挙
区
制
度
が
異
な
っ
て
い
る
と
い

う
点
で
あ
る
。

第
三
八
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
に
お
い
て
、
選
挙
制
度
は
日
本
独
自
の
中
選
挙
区

制
度
で
あ
っ
た
。
こ
の
制
度
は
「
有
権
者
は
一
票
を
投
じ
、
得
票
の
多
い
候
補
者
か

ら
当
選
と
な
る
制
度
」︵
加
藤 

二
〇
〇
九
：
九
九
︶
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
各
候
補

者
は
個
人
集
票
組
織
を
作
る
こ
と
に
よ
り
安
定
し
た
集
票
基
盤
を
得
よ
う
と
し
た
。

そ
の
な
か
で
特
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
個
人
後
援
会
で
あ
る
。

第
四
四
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
に
お
け
る
選
挙
制
度
は
、
小
選
挙
区
比
例
代
表
並

立
制
で
あ
っ
た
。
こ
の
制
度
は
従
来
の
中
選
挙
区
制
に
代
わ
り
、
一
九
九
四
年
か
ら

導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

小
選
挙
区
比
例
代
表
並
立
制
で
は
、
有
権
者
は
小
選
挙
区
、
比
例
代
表
の
二
つ
に

投
票
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
別
々
に
集
計
さ
れ
当
落
が
決
定
さ
れ
る
。
小
選
挙
区
で
は
最

高
得
票
を
得
た
候
補
者
が
当
選
し
、
比
例
代
表
制
で
は
、
得
票
に
応
じ
て
政
党
に
議

席
が
配
分
さ
れ
る
こ
と
に
な
る ︵
加
藤 

二
〇
〇
九
：
一
〇
一
︶。

こ
の
制
度
の
採
用
に
よ
り
選
挙
活
動
の
質
が
変
化
し
た
。
な
ぜ
な
ら
小
選
挙
区
制

で
は
、
中
選
挙
区
制
と
違
っ
て
、
同
じ
党
の
候
補
者
間
で
の
競
合
が
基
本
的
に
は
発

生
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
代
わ
り
党
の
公
認
を
得
る
こ
と
が
非
常
に
重
要
と
な

る
。
そ
の
た
め
地
方
に
至
る
ま
で
、
政
党
の
中
央
組
織
の
影
響
力
が
浸
透
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
第
四
四
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
で
は
、
郵
政
民
営
化
に
反
対
す
る
議
員

に
は
自
民
党
公
認
を
与
え
ず
、
反
対
派
の
い
る
選
挙
区
に
は
賛

成
派
の
議
員
を
中
央
か
ら
送
り
込
む
、
と
い
う
手
法
を
と
っ
た
。

こ
れ
は
象
徴
的
な
事
例
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
従
来
型
の
党
組

織
に
頼
ら
な
い
個
人
後
援
会
中
心
の
選
挙
活
動
か
ら
、
政
党
中

心
の
選
挙
活
動
へ
と
変
化
し
た
の
で
あ
る
。

３ 

先
行
研
究

日
本
に
お
け
る
戦
後
の
政
党
支
持
態
度
研
究
、
投
票
行
動
研

究
に
は
多
く
の
蓄
積
が
あ
る
。
政
党
支
持
態
度
、
投
票
行
動
を

社
会
的
属
性
や
意
識
、
政
策
態
度
、
地
域
特
性
等
様
々
な
要
因

に
よ
っ
て
説
明
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
に
代
表
的
な
研

究
と
そ
の
成
果
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。

政
党
支
持
態
度
と
職
業
利
益
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
三
宅
は

性
別
、
年
齢
、
学
歴
、
所
得
等
の
社
会
的
属
性
の
な
か
で
、
職

業
が
最
も
有
効
な
指
標
で
あ
る
と
し
、
子
供
は
そ
の
親
の
政
党

支
持
態
度
の
影
響
を
強
く
受
け
、
職
を
持
つ
に
し
た
が
っ
て
、

親
よ
り
も
職
業
の
影
響
の
ほ
う
を
よ
り
強
く
受
け
る
、
と
い
う

こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
、
政
党
支
持
態
度
と
生
活

満
足
度
の
関
係
で
は
、
現
状
肯
定
的
な
生
活
満
足
度
の
高
い
人

は
、
保
守
党
支
持
と
な
り
や
す
い
点
を
指
摘
し
て
い
る
︵
三
宅 

一
九
八
五
：
一
九
九
︶。

同
様
の
議
論
と
し
て
、
綿
貫
譲
治
は
投
票
行
動
の
パ
タ
ー
ン
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の
四
つ
の
特
徴
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
政
党
支
持
態
度
と
所
得
階
層
と
の
間

に
明
確
な
関
係
は
見
い
だ
せ
ず
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
層
の
左
翼
政
党
支
持
が
顕
著
で

あ
り
、
学
歴
が
高
く
な
る
ほ
ど
左
翼
政
党
支
持
の
傾
向
が
あ
り
、
若
年
層
は
左
翼
政

党
支
持
、
高
齢
者
層
ほ
ど
保
守
政
党
支
持
の
傾
向
が
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
伝
統
的

価
値
意
識
を
重
視
す
る
人
々
が
、
保
守
政
党
を
支
持
し
や
す
い
と
い
う
傾
向
が
認
め

ら
れ
る
︵
綿
貫 
一
九
七
六
：
一
八
三-

一
八
五
︶。

自
民
党
支
持
、
社
会
党
支
持
と
地
域
特
性
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
小
林
良
彰
の

議
論
が
参
考
に
な
る
。
小
林
良
彰
は
五
五
年
体
制
下
の
政
党
の
得
票
率
を
、
地
域
特

性
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
具
体
的
に
は
、
自
民

党
の
政
策
対
応
が
都
市
化
す
る
な
か
に
お
い
て
、
常
に
農
村
部
を
指
向
し
て
い
た
た

め
自
民
党
支
持
が
低
下
し
た
。
ま
た
社
会
党
も
都
市
化
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
た
め
、
新
興
の
政
党
に
都
市
基
盤
を
取
ら
れ
、
相
対
的
に
農
村
基
盤
の
政
党

に
変
化
し
た
と
し
て
い
る
︵
小
林
良
彰 

二
〇
〇
〇
：
四
三
︶。

こ
れ
ら
の
多
く
の
先
行
研
究
よ
り
、
お
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
き
ら
か

に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
五
五
年
体
制
の
成
立
期
の
段
階
で
は
、
自
民
党
の
支
持
層

は
、
高
齢
層
、
自
営
業
・
農
業
で
あ
り
、
社
会
党
の
支
持
層
は
、
若
年
層
、
被
雇
用

者
・
専
門
職
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
年
齢
、
職
業
階
層
に
よ
っ
て
、
支
持
層
の
偏
り

が
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
五
五
年
体
制
が
推
移
し
て
い
く
な
か
で
、
社

会
党
が
長
期
的
に
凋
落
す
る
と
同
時
に
、
高
度
経
済
成
長
を
背
景
に
、
自
民
党
が
安

定
的
に
支
持
を
獲
得
し
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
一
九
九
〇
年
代
に
五
五

年
体
制
が
崩
壊
す
る
ま
で
短
期
的
な
変
動
は
あ
る
も
の
の
、
自
民
党
は
五
五
年
体
制

初
期
の
支
持
層
に
加
え
、
初
期
の
支
持
層
外
か
ら
も
多
く
の
支
持
を
集
め
て
き
た
。

自
民
党
の
包
括
政
党
化
で
あ
る
。
い
わ
ば
、一
九
八
〇
年
代
の
自
民
党
支
持
層
と
は
、

五
五
年
体
制
に
お
け
る
自
民
党
支
持
の
最
終
形
態
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
な
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
一
九
八
〇
年
代
の
自
民
党
支
持
態
度
の
規
定
構
造
を
今
一
度
正

確
に
把
握
す
る
こ
と
は
、
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
。

次
に
政
治
社
会
学
分
野
に
お
け
る
、
Ｓ
Ｓ
Ｍ
調
査
デ
ー
タ
を
用
い
る
計
量
分
析
に

つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
調
査
で
は
日
本
人
の
様
々
な
社
会
的
属
性
、
意
識
が
調

査
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
一
貫
し
て
質
問
さ
れ
て
い
る
項
目
に
、「
政
党
支

持
態
度
」
が
あ
る
。

一
九
八
五
年
の
デ
ー
タ
を
用
い
た
分
析
で
は
、
直
井
道
子
が
権
威
主
義
的
伝

統
主
義
と
政
党
支
持
態
度
に
つ
い
て
︵
直
井 

一
九
八
八
：
二
三
八
︶、
徳
安
彰

が
階
層
ク
ラ
ス
タ
ー
と
政
治
文
化
の
関
係
性
に
つ
い
て
︵
徳
安 

一
九
八
八
：

二
四
九
︶、
一
九
九
五
年
の
デ
ー
タ
を
用
い
た
分
析
で
は
、
小
林
久
高
が
、
政
治

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
政
治
参
加
に
対
す
る
影
響
に
つ
い
て
︵
小
林
久
高 

二
〇
〇
〇

ｂ
：
一
七
八
︶、
轟
亮
が
政
治
意
識
と
反
権
威
主
義
的
態
度
の
上
昇
に
つ
い
て
︵
轟 

二
〇
〇
〇
：
一
九
七
︶、
片
瀬
一
男
・
海
野
道
郎
が
無
党
派
層
と
政
治
参
加
の
関
係

に
つ
い
て
︵
片
瀬
・
海
野 

二
〇
〇
〇
：
二
二
一
︶
そ
れ
ぞ
れ
分
析
を
お
こ
な
っ
て

い
る
が
、
政
治
社
会
学
分
野
、
特
に
政
党
支
持
態
度
を
直
接
分
析
し
て
い
る
よ
う
な

論
文
は
総
じ
て
少
な
い
。

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
Ｓ
Ｓ
Ｍ
調
査
が
短
期
的
な
問
題
関
心
に
基
づ
い
た
質
問
変

数
を
作
成
し
て
い
る
面
が
あ
り
、
長
期
的
に
同
じ
政
治
意
識
に
つ
い
て
比
較
検
討
す

る
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
側
面
が
あ
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
問
題
は
Ｓ
Ｓ
Ｍ
調
査
に

限
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
広
く
政
治
学
・
政
治
社
会
学
分
野
に
お
い
て
存
在
し
て
い

る
。
小
林
良
彰
は
政
党
支
持
態
度
・
投
票
行
動
研
究
分
野
に
お
い
て
、
分
析
の
た
め

の
長
期
的
で
、
研
究
者
間
で
共
通
し
た
大
規
模
な
デ
ー
タ
の
不
在
と
、
そ
の
必
要
性
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に
つ
い
て
主
張
し
て
い
る
︵
小
林
良
彰 

二
〇
〇
〇
：
一
七
〇
︶。
そ
れ
で
も
な
お
Ｓ

Ｓ
Ｍ
調
査
を
用
い
る
理
由
は
、
一
九
五
五
年
か
ら
半
世
紀
に
わ
た
り
、
社
会
階
層
と

社
会
意
識
の
連
関
を
長
期
的
に
継
続
調
査
し
て
い
る
唯
一
の
調
査
だ
か
ら
に
ほ
か
な

ら
な
い
。

本
論
文
の
分
析
で
は
、
一
九
八
五
年
と
二
〇
〇
四
年
の
政
党
支
持
態
度
の
規
定
構

造
を
記
述
す
る
だ
け
に
は
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
結
果
よ
り
こ
の
二
十
年
間
の
政
党
支

持
態
度
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
生
じ
た
の
か
を
比
較
検
討
す
る
。

４ 

仮
説

前
章
の
時
代
的
背
景
と
先
行
研
究
よ
り
、
分
析
を
お
こ
な
う
前
に
あ
ら
か
じ
め
仮

説
を
提
示
す
る
。

先
行
研
究
よ
り
、
自
民
党
支
持
態
度
の
一
九
八
〇
年
代
ま
で
に
お
け
る
、
社
会
的

属
性
を
中
心
と
し
た
規
定
構
造
は
あ
き
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
時
代
的
背
景

よ
り
、
一
九
八
六
年
と
二
〇
〇
五
年
の
二
時
点
の
選
挙
結
果
、
政
策
争
点
と
、
そ
の

志
向
性
に
関
し
て
の
共
通
点
を
有
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
二
〇
年
間
の
産
業
・
雇
用
構
造
の
変
化
、
都
市
化
、
景
気
動

向
を
考
慮
し
た
と
き
、
政
党
政
治
を
と
り
ま
く
環
境
は
大
幅
に
変
化
し
て
い
る
。
な

ぜ
な
ら
一
九
八
〇
年
代
、
自
民
党
が
政
権
を
維
持
で
き
た
の
は
、
特
定
の
支
持
基
盤

に
よ
り
な
が
ら
も
包
括
政
党
と
し
て
、国
民
全
体
を
取
り
込
む
政
策
が
可
能
で
あ
り
、

矛
盾
が
表
面
化
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
経
済
成
長
は
限
界
に
き
て
い
た
も

の
の
、
バ
ブ
ル
崩
壊
を
経
験
し
た
二
〇
〇
〇
年
代
ほ
ど
の
危
機
感
は
な
か
っ
た
。
失

わ
れ
た
一
〇
年
を
経
験
し
た
二
〇
〇
〇
年
代
は
、
国
民
全
体
を
取
り
込
む
政
策
は
も

は
や
不
可
能
に
な
り
矛
盾
が
表
面
化
、
富
の
再
配
分
は
よ
り
繊
細
な
問
題
と
な
ら
ざ

る
を
得
な
い
。

よ
っ
て
、
第
三
八
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
と
第
四
四
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
の
結

果
は
と
も
に
自
民
党
の
勝
利
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
意
味
は
全
く
異
な
る
だ
ろ
う
。
政

党
支
持
態
度
の
規
定
構
造
と
い
う
共
通
の
枠
組
か
ら
、
二
〇
年
間
の
実
態
を
あ
き
ら

か
に
す
る
。

本
論
文
で
は
政
党
支
持
態
度
の
規
定
構
造
と
そ
の
変
化
を
、
客
観
的
な
社
会
的
属

性
と
、
主
観
的
な
意
識
の
両
面
に
よ
っ
て
捉
え
る
こ
と
を
試
み
る
。

分
析
を
お
こ
な
う
前
に
次
の
三
つ
の
仮
説
を
作
成
し
た
。

︵
一
︶
一
九
八
五
年
の
自
民
党
支
持
態
度
は
特
定
の
支
持
基
盤
に
よ
っ
て
明
確
に

規
定
さ
れ
て
い
る
。

︵
二
︶
二
〇
〇
四
年
の
自
民
党
支
持
態
度
は
、
特
定
の
支
持
基
盤
と
包
括
政
党
と

し
て
の
性
質
を
失
う
こ
と
で
、
社
会
的
属
性
の
影
響
が
低
下
し
、
主
観
的

な
意
識
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

︵
三
︶
無
党
派
層
は
主
に
社
会
的
な
弱
者
層
が
担
う
が
、
二
〇
年
間
の
無
党
派
層
の

増
大
に
よ
り
、
一
九
八
五
年
時
と
は
異
質
な
属
性
の
人
々
の
流
入
を
招
く
。

次
章
以
降
に
お
い
て
Ｓ
Ｓ
Ｍ
調
査
と
Ｊ
Ｉ
Ｓ
調
査
の
デ
ー
タ
を
用
い
て
、
計
量
分

析
に
よ
る
検
証
を
お
こ
な
う
。
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５ 

分
析
の
目
的

本
論
文
の
分
析
の
目
的
は
、
五
五
年
体
制
下
と
ポ
ス
ト
五
五
年
体
制
下
の
政
党
支

持
態
度
の
規
定
構
造
の
実
態
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
社
会
制
度
、
政
策

争
点
、
選
挙
制
度
等
、
社
会
の
表
層
が
変
化
す
る
中
で
、
共
通
の
枠
組
で
二
時
点
の

政
党
支
持
態
度
の
規
定
構
造
を
示
し
、
今
後
の
政
党
支
持
態
度
研
究
に
対
し
て
基
礎

的
な
デ
ー
タ
と
重
要
な
指
針
を
提
供
す
る
。

そ
の
た
め
に
は
Ｓ
Ｓ
Ｍ
調
査
と
Ｊ
Ｉ
Ｓ
調
査
の
デ
ー
タ
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
一
九
八
五
年
と
二
〇
〇
四
年
の
二
時
点
間
に
お
け
る
政
党
支
持
態
度
の
規
定
構

造
お
よ
び
そ
の
変
化
を
記
述
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。

Ｓ
Ｓ
Ｍ
調
査
と
は
、
戦
後
一
九
五
五
年
か
ら
一
〇
年
お
き
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る

大
規
模
な
社
会
調
査
で
あ
り
、
世
界
的
に
も
高
い
評
価
を
受
け
て
い
る
。
一
九
五
五

年
か
ら
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
た
め
、
戦
後
ほ
ぼ
半
世
紀
に
わ
た
る
日
本
の
社
会
意
識

の
構
造
の
変
化
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
Ｓ
Ｓ
Ｍ
調
査
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ
調
査
と
も

に
、
質
問
項
目
の
な
か
に
多
く
の
社
会
的
属
性
と
主
観
的
な
意
識
が
含
ま
れ
て
い
る

と
い
う
点
も
重
要
で
あ
る
。

一
九
八
五
年
の
デ
ー
タ
と
二
〇
〇
四
年
の
デ
ー
タ
を
比
較
分
析
す
る
こ
と
に
よ

り
、
二
〇
年
間
の
政
党
支
持
態
度
の
規
定
構
造
の
変
化
が
明
瞭
と
な
る
。
一
九
八
五

年
と
二
〇
〇
四
年
の
二
時
点
を
比
較
分
析
す
る
理
由
に
は
、
デ
ー
タ
上
の
特
徴
と
時

代
的
背
景
の
二
つ
が
存
在
す
る
。

第
一
に
デ
ー
タ
上
の
特
徴
と
し
て
、
一
九
八
五
年
と
二
〇
〇
四
年
の
分
析
で
は
、

男
性
と
女
性
の
両
方
の
デ
ー
タ
を
扱
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
が
あ
る
。
こ
れ
は

一
九
八
五
年
の
Ｓ
Ｓ
Ｍ
調
査
に
お
い
て
、
初
め
て
女
性
を
母
集
団
に
含
め
た
か
ら
で

あ
る
。

第
二
に
時
代
背
景
上
の
特
徴
と
し
て
、
一
九
八
五
年
の
Ｓ
Ｓ
Ｍ
調
査
デ
ー
タ
は
、

自
民
党
に
よ
る
五
五
年
体
制
の
末
期
と
い
う
一
九
八
〇
年
代
特
有
の
時
代
的
背
景

を
持
つ
。
ま
た
二
〇
〇
四
年
の
Ｊ
Ｉ
Ｓ
調
査
デ
ー
タ
は
、
一
九
九
〇
年
代
の
自
民
党

下
野
に
よ
る
政
権
交
代
に
よ
り
出
現
し
た
ポ
ス
ト
五
五
年
体
制
下
の
二
〇
〇
〇
年
代

に
あ
る
と
い
う
時
代
的
背
景
を
持
つ
。
さ
ら
に
ど
ち
ら
も
自
民
党
が
与
党
で
あ
る
と

い
う
共
通
の
特
徴
を
有
し
て
い
る
。
自
民
党
支
持
、
無
党
派
層
の
二
つ
の
政
党
支
持

態
度
を
、
一
九
八
五
年
と
二
〇
〇
四
年
の
二
時
点
間
で
比
較
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
先
行
研
究
に
よ
る
各
政
党
支
持
態
度
の
規
定
構
造
の
枠
組
を
確
認
す
る
。
そ
し

て
五
五
年
体
制
の
崩
壊
を
は
さ
ん
だ
、
二
〇
年
間
の
政
党
支
持
態
度
の
規
定
構
造
の

実
態
を
記
述
し
、
何
が
政
党
支
持
態
度
の
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
か
を
あ
き
ら
か
に

す
る
。

６ 

デ
ー
タ
お
よ
び
変
数
の
説
明

デ
ー
タ

一
九
八
五
年
社
会
階
層
と
社
会
移
動
全
国
調
査
︵
Ｓ
Ｓ
Ｍ
一
九
八
五
︶
と

二
〇
〇
四
年
情
報
化
社
会
に
関
す
る
全
国
調
査
︵
Ｊ
Ｉ
Ｓ
二
〇
〇
四
︶
の
二
つ
の
調

査
デ
ー
タ
を
用
い
る
︵
直
井
・
太
郎
丸
編 

二
〇
〇
四
、
直
井
編 

二
〇
〇
五
︶。

一
九
八
五
年
社
会
階
層
と
社
会
移
動
全
国
調
査
は
、
一
九
八
五
年
Ｓ
Ｓ
Ｍ
全
国

調
査
委
員
会
︵
研
究
代
表
者
：
直
井
優
︶
が
お
こ
な
っ
た
調
査
で
あ
り
、
母
集
団

は
日
本
全
国
の
二
〇
歳
か
ら
六
九
歳
ま
で
の
男
女
、
標
本
抽
出
方
法
は
層
化
二
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段
・
等
間
隔
抽
出
で
あ
っ
た
。
本
調
査
で
は
、
男
性
Ａ
票
、
Ｂ
票
と
女
性
で
異
な

る
三
つ
の
質
問
紙
が
存
在
し
て
お
り
、
女
性
の
設
計
標
本
数
は
二
一
七
一
、
回
収

有
効
標
本
は
一
四
七
四
、
回
収
率
は
六
七
・
八
九
％
で
あ
っ
た
。
男
性
Ａ
票
の
設
計

標
本
数
は
二
〇
三
〇
、
回
収
有
効
標
本
は
一
二
三
九
、
回
収
率
六
一
・
〇
三
％
、
男

性
Ｂ
表
の
設
計
標
本
数
は
二
〇
三
〇
、
回
収
有
効
標
本
は
一
二
三
四
、
回
収
率
は

六
〇
・
七
九
％
で
あ
っ
た
。

本
論
文
の
分
析
で
は
、
男
性
Ａ
票
、
Ｂ
票
、
女
性
票
を
統
合
の
上
、
そ
れ
ぞ
れ
三

つ
の
質
問
紙
に
共
通
の
項
目
の
み
を
変
数
と
し
て
使
用
す
る
。

二
〇
〇
四
年
情
報
化
社
会
に
関
す
る
全
国
調
査
は
、
直
井
優
を
研
究
代
表
者
と
し

て
大
阪
大
学
人
間
科
学
研
究
科
先
進
経
験
社
会
学
講
座
が
お
こ
な
っ
た
調
査
で
あ

り
、
母
集
団
は
日
本
全
国
の
二
〇
歳
か
ら
七
九
歳
ま
で
の
男
女
、
標
本
抽
出
法
は
層

化
二
段
・
無
作
為
抽
出
で
あ
っ
た
。
設
計
標
本
数
は
二
〇
〇
〇
、
回
収
有
効
標
本
は

一
二
九
四
、
回
収
率
は
六
四
・
七
〇
％
で
あ
っ
た
。

変
数
の
説
明

本
論
文
の
分
析
は
、
一
九
八
五
年
と
二
〇
〇
四
年
の
二
時
点
に
お
け
る
政
党
支

持
態
度
の
規
定
構
造
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
し
た
が
っ
て

一
九
八
五
年
Ｓ
Ｓ
Ｍ
調
査
と
二
〇
〇
四
年
Ｊ
Ｉ
Ｓ
調
査
に
共
通
の
質
問
項
目
の
み
を

変
数
と
し
て
用
い
る
。

■
従
属
変
数

従
属
変
数
に
は
、
自
民
党
支
持
、
無
党
派
層
の
二
つ
の
変
数
を
用
い
る
︵
表
二
︶。

自
民
党
支
持
：
自
民
党
支
持
を
一
、
自
民
党
不
支
持
を
〇
と
す
る
二
カ
テ
ゴ
リ
変
数

で
あ
る
。
一
九
八
五
年
と
二
〇
〇
四
年
の
二
時
点
と
も
、
自
民
党
は

与
党
で
あ
る
。

無
党
派
層
：
支
持
政
党
な
し
を
一
、
支
持
政
党
あ
り
を
〇
と
す
る
二
カ
テ
ゴ
リ
変

数
で
あ
る
。
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■
独
立
変
数

　
独
立
変
数
に
は
先
行
研
究
か
ら
の
知
見
に
基
づ
き
、
社
会
的
属
性
と
し
て
性
別
、

年
齢
、
学
歴
、
世
帯
収
入
、
職
業
・
雇
用
形
態
、
地
域
特
性
変
数
と
し
て
都
市
規
模
、

主
観
的
な
意
識
変
数
と
し
て
生
活
満
足
度
、
階
層
帰
属
意
識
を
用
い
る
。

性　
　

別　
　

：
男
性
を
一
、
女
性
を
〇
と
す
る
二
カ
テ
ゴ
リ
変
数
。

年　
　

齢　
　

：
二
〇
代
を
一
、三
〇
代
を
二
、四
〇
代
を
三
、五
〇
代
を
四
、六
〇

代
を
五
と
す
る
「
年
齢
一
〇
年
ご
と
」。
Ｊ
Ｉ
Ｓ
調
査
デ
ー
タ
の

七
〇
代
は
分
析
対
象
か
ら
は
ず
し
て
い
る
。

学　
　

歴　
　

：
中
卒
学
歴
、
高
卒
学
歴
を
一
と
す
る
「
非
大
卒
」、
高
専
・
短
大
、

大
卒
学
歴
を
一
と
す
る
「
大
卒
」。
基
準
カ
テ
ゴ
リ
は
「
非
大
卒
」。

世
帯
収
入　
　

：
〇
を
含
む
世
帯
年
収
。

職
業
形
態　
　

：
Ｓ
Ｓ
Ｍ
職
業
八
分
類
に
準
拠
し
、
専
門
、
管
理
、
事
務
、
販
売
を

一
と
す
る
「
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
」、
熟
練
、
半
熟
練
、
非
熟
練
を

一
と
す
る
「
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
」、農
林
業
を
一
と
す
る
「
農
林
業
」。

雇
用
形
態　
　

：
経
営
者
・
役
員
、
常
時
雇
用
さ
れ
て
い
る
一
般
従
業
者
を
一
と
す

る
「
正
規
雇
用
」、
臨
時
雇
用
・
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
、
派
遣

社
員
、
契
約
社
員
、
嘱
託
を
一
と
す
る
「
非
正
規
雇
用
」、
自
営

業
主
、自
由
業
者
、家
族
従
業
者
を
一
と
す
る
「
自
営
業
」、無
職
：

仕
事
を
探
し
て
い
る
、
無
職
：
仕
事
を
探
し
て
い
な
い
を
一
と
す

る
「
無
職
」。
内
職
、
学
生
は
今
回
の
分
析
対
象
か
ら
は
ず
し
て

い
る
。

以
上
の
職
業
形
態
、
雇
用
形
態
の
二
つ
を
職
業
変
数
と
す
る
。
こ

の
職
業
変
数
の
う
ち
「
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
」、「
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
」、

雇
用
形
態
の
「
正
規
雇
用
」、「
非
正
規
雇
用
」
に
関
し
て
は
そ
れ

ぞ
れ
合
成
し
、「
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
正
規
」、「
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー

非
正
規
」、「
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
正
規
」、「
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
非
正
規
」

を
そ
れ
ぞ
れ
一
と
す
る
カ
テ
ゴ
リ
変
数
を
作
成
し
た
。
ま
た
「
自

営
業
」
と
「
農
林
業
」
に
関
し
て
は
、
農
林
業
者
、
農
林
業
で
な

お
か
つ
自
営
業
者
を
一
と
す
る
「
農
林
業
」
と
し
、
そ
の
他
の
自

営
業
者
を
一
と
す
る
「
自
営
業
」
カ
テ
ゴ
リ
変
数
を
そ
れ
ぞ
れ
作

成
し
た
。
職
業
変
数
全
体
の
基
準
カ
テ
ゴ
リ
は
「
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー

正
規
」
で
あ
る
。

都
市
規
模　
　

：
政
令
指
定
都
市
お
よ
び
東
京
二
三
区
を
一
と
す
る
「
大
都
市
」、

郡
部
を
一
と
す
る「
郡
部
」、そ
の
他
の
都
市
を
一
と
す
る「
市
部
」。

基
準
カ
テ
ゴ
リ
は
「
大
都
市
」。

生
活
満
足
度　

：
一
九
八
五
年
Ｓ
Ｓ
Ｍ
調
査
と
二
〇
〇
四
年
Ｊ
Ｉ
Ｓ
調
査
で
は

ワ
ー
デ
ィ
ン
グ
が
大
幅
に
異
な
っ
て
い
る
た
め
、
五
段
階
の

尺
度
に
統
一
し
た
。
二
〇
〇
四
年
Ｊ
Ｉ
Ｓ
調
査
で
は
、
一
一

段
階
の
う
ち
一
〇
、九
を
「
満
足
し
て
い
る
」、
八
、七
を
「
ど

ち
ら
か
と
い
え
ば
満
足
し
て
い
る
」、
六
、五
を
「
ど
ち
ら
と

も
い
え
な
い
」、
四
、三
を
「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
不
満
で
あ

る
」、
二
、一
、〇
を
「
不
満
で
あ
る
」
と
す
る
五
段
階
に
変
換

し
た
。
そ
の
上
で
「
満
足
し
て
い
る
」
を
五
、「
ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
満
足
し
て
い
る
」
を
四
、「
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
」
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を
三
、「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
不
満
で
あ
る
」
を
二
、「
不
満

で
あ
る
」
を
一
と
す
る
「
五
段
階
生
活
満
足
度
」
作
成
し
た
。

階
層
帰
属
意
識
：
上
を
一
、
中
の
上
を
二
、
中
の
下
を
三
、
下
の
上
を
四
、
下
の
下

を
五
と
し
、
そ
れ
を
反
転
し
た
「
五
段
階
階
層
帰
属
意
識
」。

７ 

分
析
と
結
果

自
民
党
支
持
、
無
党
派
層
の
二
つ
の
変
数
を
従
属
変
数
と
す
る
二
項
ロ
ジ
ス

テ
ィ
ッ
ク
回
帰
分
析
を
お
こ
な
う
。

自
民
党
支
持

■
一
九
八
五
年 

一
九
八
五
年
で
は
、
-2
対
数
尤
度
が
二
八
六
八
・
五
五
二
、
Ａ
Ｉ
Ｃ
が

二
八
九
八
・
五
五
二
で
あ
っ
た
。
得
ら
れ
た
結
果
の
う
ち
、
独
立
変
数
と
従
属
変
数

と
の
連
関
を
示
す
オ
ッ
ズ
比
で
あ
る
Ｅ
ｘ
ｐ
︵
Ｂ
︶
の
値
に
注
目
す
る
。
独
立
変
数

の
う
ち
、
一
％
水
準
で
有
意
な
の
は
年
齢
、
自
営
業
、
農
林
業
、
都
市
規
模
︵
郡
部
︶、

階
層
帰
属
意
識
、
五
％
水
準
で
有
意
な
の
は
世
帯
収
入
、
一
〇
％
水
準
で
有
意
な
の

は
性
別
、
市
部
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
男
性
の
方
が
女
性
と
比
べ
て
自
民
党
支
持
に

な
り
や
す
く
、
年
齢
、
世
帯
収
入
、
階
層
帰
属
意
識
が
高
い
ほ
ど
自
民
党
支
持
に
な

り
や
す
い
。
職
業
・
雇
用
形
態
に
関
し
て
は
、
自
営
業
で
あ
る
こ
と
は
二
・
二
八
四

倍
、
農
林
業
で
あ
る
こ
と
は
二
・
二
〇
五
倍
、
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
正
規
と
比
べ
て
自
民
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党
支
持
に
な
り
や
す
い
。
地
域
特
性
に
関
し
て
は
、
都
市
規
模
が
郡
部
で
あ
る
こ
と

は
一
・
五
四
〇
倍
、
市
部
で
あ
る
こ
と
は
一
・
二
九
九
倍
、
大
都
市
で
あ
る
こ
と
よ
り

も
自
民
党
支
持
に
な
り
や
す
い
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
年
齢
、
世
帯
収
入
、
自
営

業
、
農
林
業
、
都
市
規
模
が
郡
部
、
市
部
で
あ
る
こ
と
は
自
民
党
支
持
態
度
に
対
し

て
、
正
の
効
果
を
持
つ
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
。

■
二
〇
〇
四
年 

二
〇
〇
四
年
で
は
、
-2
対
数
尤
度
が
六
五
〇
・
七
一
〇
、
Ａ
Ｉ
Ｃ
が

六
八
〇
・
七
一
〇
で
あ
っ
た
。
独
立
変
数
の
う
ち
、
一
％
水
準
で
有
意
な
の
は
年
齢
、

五
％
水
準
で
有
意
な
の
は
階
層
帰
属
意
識
、
一
〇
％
水
準
で
有
意
な
の
は
生
活
満
足

度
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
年
齢
、
生
活
満
足
度
、
階
層
帰
属
意
識
が
高
い
ほ
ど
自
民

党
支
持
に
な
り
や
す
い
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
年
齢
、
生
活
満
足
度
、
階
層
帰
属

意
識
は
自
民
党
支
持
態
度
に
対
し
て
正
の
効
果
を
持
つ
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
っ

た
。

■
一
九
八
五
年
と
二
〇
〇
四
年
の
二
時
点
比
較

一
九
八
五
年
と
二
〇
〇
四
年
の
二
時
点
間
に
お
い
て
比
較
し
て
み
る
と
、
年
齢
が

自
民
党
支
持
に
与
え
る
影
響
は
一
貫
し
て
い
る
。
年
齢
、
世
帯
収
入
、
職
業
・
雇
用

形
態
の
自
営
業
、
農
林
業
、
都
市
規
模
の
郡
部
、
市
部
の
影
響
力
は
消
滅
し
、
新
た

に
生
活
満
足
度
が
影
響
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
が
分
か
る
。
階
層
帰
属

意
識
は
影
響
力
を
低
下
さ
せ
つ
つ
も
、
自
民
党
支
持
態
度
に
は
有
効
で
あ
る
。

一
九
八
五
年
で
は
、
職
業
・
雇
用
形
態
、
地
域
を
は
じ
め
と
す
る
社
会
的
属

性
に
よ
っ
て
確
か
に
自
民
党
支
持
態
度
は
規
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

二
〇
〇
四
年
で
は
社
会
的
属
性
の
影
響
力
が
大
幅
に
低
下
し
、
も
は
や
社
会
的
属
性

に
よ
っ
て
、自
民
党
支
持
態
度
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
あ
き
ら
か
と
な
っ
た
。

そ
し
て
新
た
に
主
観
的
な
意
識
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
現
状
の
生
活
に
満
足
し
て
お

り
階
層
帰
属
意
識
が
高
い
人
々
が
、
自
民
党
を
支
持
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
傾
向

が
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
。

無
党
派
層

■
一
九
八
五
年

一
九
八
五
年
で
は
、
-2
対
数
尤
度
が
二
七
六
〇
・
一
四
一
、
Ａ
Ｉ
Ｃ
が

二
七
九
〇
・
一
四
一
で
あ
っ
た
。
独
立
変
数
の
う
ち
、
一
％
水
準
で
有
意
な
の
は
性

別
、年
齢
、世
帯
収
入
、階
層
帰
属
意
識
、一
〇
％
水
準
で
有
意
な
の
は
学
歴
︵
大
卒
︶

で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
女
性
の
方
が
男
性
と
比
べ
て
無
党
派
層
に
な
り
や
す
く
、
年

齢
、
世
帯
収
入
、
階
層
帰
属
意
識
が
低
く
な
る
ほ
ど
無
党
派
層
に
な
り
や
す
い
。
学

歴
に
関
し
て
は
、
大
卒
で
あ
る
こ
と
は
非
大
卒
に
比
べ
て
一
・
二
三
五
倍
無
党
派
層

に
な
り
や
す
い
。
つ
ま
り
学
歴
は
無
党
派
層
に
対
し
て
正
の
効
果
を
持
つ
が
、年
齢
、

世
帯
収
入
、
階
層
帰
属
意
識
は
無
党
派
層
に
対
し
て
負
の
効
果
を
持
つ
こ
と
が
あ
き

ら
か
に
な
っ
た
。

■
二
〇
〇
四
年
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二
〇
〇
四
年
で
は
、
-2
対
数
尤
度
が
八
七
五
・
七
八
七
、
Ａ
Ｉ
Ｃ
が

九
〇
五
・
七
八
七
で
あ
っ
た
。
独
立
変
数
の
う
ち
、
一
％
水
準
で
有
意
な
の
は
年
齢
、

五
％
水
準
で
有
意
な
の
は
学
歴
、
生
活
満
足
度
、
一
〇
％
水
準
で
有
意
な
の
は
、
階

層
帰
属
意
識
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
女
性
の
方
が
男
性
と
比
べ
て
無
党
派
層
に
な
り
や

す
く
、
年
齢
、
生
活
満
足
度
、
階
層
帰
属
意
識
が
低
く
な
る
ほ
ど
無
党
派
層
に
な
り

や
す
い
。
学
歴
に
関
し
て
は
、
大
卒
で
あ
る
こ
と
は
非
大
卒
に
比
べ
て
一
・
四
二
六

倍
無
党
派
層
に
な
り
や
す
い
こ
と
が
分
か
る
。つ
ま
り
学
歴
は
無
党
派
層
に
対
し
て
、

正
の
効
果
を
持
つ
が
、
年
齢
、
生
活
満
足
度
、
階
層
帰
属
意
識
は
無
党
派
層
に
対
し

て
負
の
効
果
を
持
つ
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
。

■
一
九
八
五
年
と
二
〇
〇
四
年
の
二
時
点
比
較

一
九
八
五
年
と
二
〇
〇
四
年
の
二
時
点
比
較
で
は
年
齢
の
効
果
は
一
貫
し
て
お

り
、
階
層
帰
属
意
識
の
効
果
は
低
下
、
性
別
、
世
帯
収
入
の
効
果
は
消
滅
し
て
い

る
。
反
対
に
学
歴
の
効
果
が
増
大
し
、
生
活
満
足
度
が
新
た
に
影
響
力
を
持
つ
よ
う

に
な
っ
て
き
た
こ
と
が
分
か
る
。

以
上
の
こ
と
よ
り
無
党
派
層
と
は
若
年
層
、
大
卒
層
で
あ
り
、
階
層
帰
属
意
識
が

低
い
層
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
職
業
・
雇
用
形
態
や
地
域
は
無
党
派
層
の

規
定
要
因
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

自
民
党
支
持
︑
無
党
派
層
の
比
較

本
章
の
分
析
に
よ
り
自
民
党
支
持
、
無
党
派
層
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
構
造
は
同
一
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で
は
な
く
、
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
。

一
九
八
五
年
に
お
い
て
自
民
党
支
持
態
度
は
、
自
営
業
、
農
林
業
と
い
う
支
持
基

盤
に
よ
っ
て
確
か
に
支
え
ら
れ
て
い
る
が
、
無
党
派
層
で
は
特
定
の
職
業
や
、
雇
用

形
態
と
は
ま
っ
た
く
関
係
し
て
い
な
い
。
二
〇
〇
四
年
で
は
自
民
党
支
持
態
度
に
お

い
て
特
定
の
支
持
基
盤
の
影
響
力
の
衰
退
が
生
じ
、
無
党
派
層
で
は
、
そ
の
傾
向
に

は
大
筋
で
は
変
化
し
て
い
な
い
。

一
九
八
五
年
の
時
点
で
は
、
自
民
党
支
持
態
度
、
無
党
派
層
に
対
し
て
影
響
力
を

持
っ
て
い
な
か
っ
た
生
活
満
足
度
が
、
二
〇
〇
四
年
に
は
自
民
党
支
持
態
度
、
無
党

派
層
で
影
響
力
を
持
ち
は
じ
め
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
生
活
満
足
度
の
高
い
層
が
自
民

党
を
支
持
し
、生
活
満
足
度
の
低
い
層
が
無
党
派
層
と
な
る
傾
向
が
示
さ
れ
て
い
る
。

一
九
八
五
年
と
二
〇
〇
四
年
の
、
お
お
よ
そ
二
〇
年
間
に
お
い
て
、
自
民
党
支
持

態
度
の
共
通
の
規
定
要
因
は
年
齢
、
階
層
帰
属
意
識
が
高
い
こ
と
で
あ
り
、
無
党
派

層
で
は
年
齢
、
階
層
帰
属
意
識
が
低
く
、
大
卒
層
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

８ 

考
察
と
課
題

前
章
の
分
析
に
よ
り
三
つ
の
仮
説
は
支
持
さ
れ
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
り
、
政

党
支
持
態
度
の
規
定
構
造
の
変
化
を
、
客
観
的
な
社
会
的
属
性
と
、
主
観
的
な
意
識

に
よ
っ
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

自
民
党
支
持
態
度
の
規
定
構
造
は
、
一
九
八
五
年
と
二
〇
〇
四
年
の
二
時
点
に
お

い
て
変
化
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
。五
五
年
体
制
下
に
お
け
る
、

最
終
的
な
自
民
党
支
持
態
度
が
存
在
し
た
一
九
八
五
年
で
は
、
社
会
的
属
性
で
あ
る

性
別
、
高
齢
層
、
世
帯
収
入
、
自
営
業
、
農
林
業
、
都
市
規
模
、
階
層
帰
属
意
識
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
先
行
研
究
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
、
五
五
年
体
制

下
の
自
民
党
の
支
持
基
盤
で
あ
る
高
齢
層
、
自
営
業
と
農
林
業
や
地
方
が
Ｓ
Ｓ
Ｍ
調

査
の
デ
ー
タ
か
ら
も
確
か
に
確
認
で
き
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て

仮
説
の
一
が
支
持
さ
れ
る
。

自
営
業
、
農
林
業
の
他
の
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
、
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
層
は
、
自
民
党
支

持
態
度
に
正
の
効
果
は
持
た
ず
、
負
の
効
果
も
持
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
自
営
業
、

農
林
業
以
外
の
職
種
が
、
自
民
党
支
持
態
度
に
直
接
結
び
つ
い
て
お
ら
ず
、
そ
の
意

味
で
一
九
八
五
年
の
自
民
党
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
を
包
括
し
多
数
派
を
形
成
し
、
与

党
の
立
場
を
維
持
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
反
対
に
二
〇
〇
四
年
の
自
民
党
支
持
態
度

の
規
定
構
造
で
は
、
自
営
業
、
農
林
業
や
地
方
層
と
い
っ
た
従
来
の
支
持
基
盤
の
正

の
効
果
が
消
失
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

三
宅
が
指
摘
し
た
、
生
活
満
足
度
と
保
守
政
党
︵
自
民
党
支
持
︶
と
の
関
係
に
つ

い
て
は
、
一
九
八
五
年
の
デ
ー
タ
か
ら
示
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
一
九
八
五
年

の
自
民
党
支
持
態
度
を
決
定
し
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
職
業
を
は
じ
め
と
す
る

客
観
的
な
社
会
的
属
性
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
要
素
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
た
う
え
で
、

主
観
的
な
生
活
満
足
度
が
自
民
党
支
持
態
度
に
影
響
を
与
え
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。し
か
し
な
が
ら
一
九
八
五
年
で
は
効
果
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
生
活
満
足
度
が
、

二
〇
〇
四
年
で
は
自
民
党
支
持
態
度
の
規
定
構
造
に
効
果
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

社
会
的
属
性
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
た
上
で
も
な
お
か
つ
、
生
活
満
足
度
が
直
接
効
果

を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
特
筆
す
る
に
価
す
る
事
項
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
に
よ
っ
て
仮
説
の
二
が
支
持
さ
れ
る
。

無
党
派
層
は
、
一
九
八
五
年
、
二
〇
〇
四
年
と
も
若
年
層
、
大
卒
層
、
階
層
帰
属

意
識
の
低
い
層
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
し
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な
が
ら
二
時
点
間
で
変
化
も
生
じ
て
お
り
、
性
別
と
世
帯
収
入
の
効
果
が
消
失
し
、

無
党
派
層
の
規
定
要
因
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
無
党
派
層
が
広
く
一
般
化
し
た
と

も
考
え
ら
れ
る
が
、
社
会
階
層
上
、
上
位
の
大
卒
層
と
若
年
層
、
生
活
満
足
度
、
階

層
帰
属
意
識
の
低
い
層
が
と
も
に
規
定
要
因
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
無
党
派
層
に

は
積
極
的
無
党
派
層
と
、
消
極
的
無
党
派
層
の
二
種
類
の
異
な
る
人
々
を
内
包
し
て

い
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
仮
説
の
三
が
支
持
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
本
論
文
で
は
課
題
を
残
す
こ
と
と
な
っ
た
。
自
民
党
支
持
態
度
を
規
定

す
る
主
観
的
な
意
識
で
あ
る
生
活
満
足
度
の
意
味
と
、
無
党
派
層
が
内
包
す
る
二
つ

の
層
の
実
態
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ポ
ス
ト
五
五
年
体
制
下
の
不
安
定
な
政
治
状
況
を

考
え
る
と
、
今
後
ま
す
ま
す
主
観
的
な
意
識
の
影
響
力
は
増
大
し
て
い
く
こ
と
が
予

想
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
今
後
、
自
民
党
支
持
態
度
の
規
定
構
造
が
、
実
際
の
社
会
的

属
性
や
階
層
と
は
切
り
離
さ
れ
て
、
ま
す
ま
す
主
観
的
な
意
識
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
主
観
的
な
意
識

と
政
党
支
持
態
度
の
関
係
に
つ
い
て
詳
細
な
分
析
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
本
論
文
で
は
デ
ー
タ
上
の
制
約
に
よ
り
、
以
下
の
問
題
を
残
す
こ
と
に
も

な
っ
た
。

第
一
に
、
本
論
文
で
は
一
九
八
五
年
と
二
〇
〇
四
年
の
二
時
点
間
で
の
比
較
分
析

を
お
こ
な
っ
た
が
、
そ
の
た
め
に
二
時
点
に
共
通
の
変
数
し
か
使
え
な
い
と
い
う
制

約
が
生
じ
た
。
つ
ま
り
変
数
の
使
用
が
大
幅
に
制
限
さ
れ
、
特
に
共
通
の
意
識
項
目

の
設
定
の
少
な
さ
の
た
め
、
政
党
支
持
態
度
に
お
け
る
主
観
的
な
「
意
識
」
の
影
響

力
に
つ
い
て
の
分
析
が
不
十
分
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

デ
ー
タ
上
の
制
約
で
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
他
の
主
観
的
意
識
に
つ

い
て
も
政
党
支
持
態
度
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
轟
に
よ

れ
ば
、
権
威
主
義
的
伝
統
主
義
は
近
年
階
層
性
が
低
下
し
て
お
り
、
政
党
支
持
態
度

へ
の
影
響
力
が
減
少
し
て
い
る
︵
轟 

二
〇
〇
八
︶。
権
威
主
義
的
伝
統
主
義
の
よ
う

な
従
来
階
層
性
の
存
在
が
認
め
ら
れ
て
い
た
、
主
観
的
な
意
識
が
影
響
力
を
低
下
さ

せ
て
い
る
な
か
で
、
本
論
文
の
分
析
に
使
用
し
た
生
活
満
足
度
、
階
層
帰
属
意
識
は

い
ま
だ
主
観
的
な
意
識
と
し
て
有
効
で
あ
る
。
今
後
は
、
政
党
支
持
態
度
の
規
定
構

造
に
よ
り
密
接
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
、
主
観
的
な
意
識
の
再
検
討
が
必
要
に
な

る
だ
ろ
う
。

第
二
に
、
一
九
八
五
年
と
二
〇
〇
四
年
の
二
時
点
比
較
で
あ
る
が
ゆ
え
、
戦
後

五
〇
年
間
の
変
化
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
Ｓ
Ｓ
Ｍ
調
査
の
強
み
を
一
部
し
か
享

受
で
き
て
い
な
い
。
今
後
は
戦
後
一
九
五
五
年
か
ら
二
〇
〇
五
年
ま
で
の
連
続
し
た

比
較
分
析
を
お
こ
な
う
必
要
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
そ
の
場
合
に
は
一
九
八
五
年

以
前
に
は
対
象
が
男
性
の
み
で
あ
る
点
と
、
比
較
で
き
る
共
通
の
質
問
項
目
の
選
択

の
二
つ
の
点
で
工
夫
を
要
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

今
後
は
こ
れ
ら
の
課
題
を
検
証
、
解
決
し
て
い
く
必
要
性
が
あ
る
。
そ
し
て
、
民

主
党
が
与
党
に
な
っ
た
二
〇
〇
九
年
八
月
三
一
日
以
降
の
政
党
支
持
態
度
の
規
定
構

造
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
が
何
よ
り
も
重
要
で
あ
る
。

本
論
文
で
提
示
し
た
、
客
観
的
な
社
会
的
属
性
と
、
主
観
的
な
意
識
に
よ
っ
て
政

党
支
持
態
度
お
よ
び
そ
の
変
化
を
捉
え
る
試
み
は
有
効
で
あ
り
、
こ
の
分
析
枠
組
に

よ
っ
て
、
長
期
的
な
政
党
支
持
態
度
の
推
移
を
時
点
間
比
較
に
よ
っ
て
検
証
し
て
い

く
こ
と
で
、
戦
後
の
政
党
支
持
態
度
の
変
化
が
明
瞭
と
な
る
。
主
観
的
な
意
識
の
影

響
力
の
推
移
に
つ
い
て
は
特
に
検
証
を
要
す
る
と
と
も
に
、
政
党
支
持
態
度
・
投
票

行
動
研
究
に
お
け
る
有
用
な
質
問
項
目
、
変
数
の
作
成
を
伴
っ
た
社
会
調
査
を
お
こ

な
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
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付
記

　

本
論
文
の
分
析
で
用
い
た
、
一
九
八
五
年
Ｓ
Ｓ
Ｍ
調
査
デ
ー
タ
は
、
二
〇
〇
五
年

Ｓ
Ｓ
Ｍ
調
査
研
究
会
の
許
可
を
得
た
う
え
で
使
用
し
た
。

参
考
文
献

一
九
八
五
年
社
会
階
層
と
社
会
移
動
調
査
研
究
会 

男
性
Ａ 

﹃
一
九
八
五 

Ｓ
Ｓ
Ｍ 

調
査
票
︵
男

性
Ａ
︶﹄

一
九
八
五
年
社
会
階
層
と
社
会
移
動
調
査
研
究
会 

男
性
Ｂ 

﹃
一
九
八
五 

Ｓ
Ｓ
Ｍ 

調
査
票
︵
男

性
Ｂ
︶﹄

一
九
八
五
年
社
会
階
層
と
社
会
移
動
調
査
研
究
会 

女
性 ﹃
一
九
八
五 

Ｓ
Ｓ
Ｍ 

調
査
票
︵
女
性
︶﹄

有
末
賢　

一
九
九
一　
「
東
京
化
と
地
域
社
会
」　

今
田
隆
俊
・
友
枝
敏
雄
編
﹃
社
会
学
の
基
礎
﹄

　

有
斐
閣　

二
〇
七-

二
三
六

間
場
寿
一　

二
〇
〇
〇　
「
総
論 

日
本
政
治
の
プ
レ
リ
ュ
ー
ド
」　

間
場
寿
一
編　
﹃
講
座
社
会

学 

九 

政
治
﹄　

東
京
大
学
出
版
会　

一-

四
二

原
田
隆
司　

一
九
九
一　
「
第
２
章 

戦
後
政
治
の
あ
ゆ
み
と
政
治
過
程
の
変
化
」　

青
木
康
容
・

中
道
實
編　
﹃
現
代
日
本
政
治
の
社
会
学
﹄　

昭
和
堂　

六
一-

七
九

林
知
己
夫　

一
九
八
二　
「
政
党
支
持
で
き
ま
る
政
治
大
勢
」　

林
知
己
夫
編 

﹃
日
本
人
の
政
治

感
覚
﹄　

出
光
書
店　

三-

二
八

石
川
真
澄　

二
〇
〇
四　
﹃
戦
後
政
党
史
﹄　

岩
波
新
書

片
桐
新
自　

二
〇
〇
〇　
「
政
治
過
程
に
お
け
る
組
織
と
運
動
」　

間
場
寿
一
編　
﹃
講
座
社
会

学 

九 

政
治
﹄　

東
京
大
学
出
版
会　

八
九-

一
二
六

片
瀬
一
男
・
海
野
道
郎　

二
〇
〇
〇　
「
無
党
派
層
は
政
治
に
ど
う
か
か
わ
る
の
か 

︱
無
党
派

層
の
変
貌
と
政
治
参
加
の
行
方
︱
」　

海
野
道
郎
編　
﹃
公
平
感
と
政
治
意
識
﹄　

東
京
大

学
出
版
会　

二
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Changes in party support from 1985 to 2004
ITO Takashi

This study examines how structures of the party support have changed in Japan in the last twenty years. 

Using data of the Social Stratification and Social Mobility survey (SSM 1985) and Japan Survey on information 

Society (JIS 2004), it was found that characters of Liberal-Democratic Party (LDP) supporters as well as of 

political independents have changed following respects.

(1) The effect of occupation (Agriculture and Forestry, self-owned business) on LDP support has dissolved.

(2)The effect of city scale on LDP support has dissolved.

(3)The positive correlation between life satisfaction and support to the LDP appeared in 2004.

(4)The negative correlation between life satisfaction and political independents appeared in 2004.

In last twenty years, social attitudes replaced social position as determinants of LDP support and of 

political independents.

From results of analyses, this analytic model is useful. The support structure of the Democratic Party power 

is needed to be analyzed in the future research.

Key words :  Party Support, the Liberal-Democratic Party support, Political Independents, Political 

Consciousness, Logistic Regression Analysis
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